
立皇嗣宣明の儀当日における祝意奉表について 

 

令和２年３月２４日 

閣 議 決 定  

 

 立皇嗣宣明の儀当日（４月１９日）、祝意を表するため、各府省においては、

下記の措置をとるものとする。 

記 

１ 国旗を掲揚すること。 

２ 地方公共団体に対しても、国旗を掲揚するよう協力方を要望すること。 

３ 地方公共団体以外の公署、学校、会社、その他一般においても、国旗を掲揚

するよう協力方を要望すること。 


